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Ⅴ 索引 

 

（１）キーワードから検索 

 

キーワード ページ数

あ アクシデント １９，３０

預かり金 ７７

い 医業の非営利性 ５５，５６

意思決定支援 ３８，４７

医師法 ４１，５２，５４，５５，５６，６４

遺族 １１，３０，７３，７５

一般病床 ５７

医薬品医療機器総合機構 ２２～２５，８８

医薬品副作用救済制度 ２２～２５

医療過誤 １０．１８．１９．２８．７３．８４．９０

医療監視 ５５，５７，６２

医療事故 １８，１９，３４

医療事故調査制度 １０５

医療費 ７７，７８，７９，８１，８４

医療不信 １０，４７，７３

医療法 ３９，５７，６２

インシデント １９，３０

インターネットの情報 ７３

インフォームド・コンセント
８，２０，２２，２６，３０，３６，３８，
４０，４２，４４，４７，５３，７３，７５

え エンゼルキット ７５

お 応招義務 ５４

か 介護職員 ４，３２

かかりつけ医（ホームドクター） ６，７９

家族の同意 ３８，７５

合併症（偶発症・併発症） ２８

カルテ開示 ２０，４８，５１，５３

加齢 ４０

簡易裁判所 ２６

き キーパーソン以外の親族 ３４

虐待 ４，８６

救急 ６，１５，８４

く グリーフケア ７３

け 検査の見落とし １８，３２，７３，９０
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キーワード ページ数

こ 後遺症 ４０，４７，５４

公益通報 ５７～５９，６０，６２

高齢者 ３２，３４，７５，７９

告知 ７１

個室（特別療養環境室） ８１～８３

個人情報保護法 ４８～５０，５３，６５，６９，７０，７１

骨折 ２６，３２，３４

コミュニケーションエラー １７，８４

コンビニ受診 １５

さ 再発 ４５

差額ベッド代（特別療養環境室料） ８１～８３

し 時間外 ６，１５，７７，８４

自賠責（損害保険） ４０，６５

死亡原因 ３０

守秘義務 ７１

紹介状 ４，２０

小児患者 ６，１０，７７，７８

小児救急電話相談 ６～７

情報漏洩 ６５，７０，７１

職員の接遇
４，６，８，９，１０，１１，１３，１４，１５，
１７，３２，４２，７５

初・再診料 ７９，８４

ショック １０

処方せん ５５，５６，６３

人工透析 ８，１３

診断書・証明書 １１，５２，８８

診療拒否 ５４

診療情報 ４２，４８，５３，７１

診療内容 １８，３２，３８，４５，５４，７３，９０

診療報酬不正請求 ６２，６３，７８

診療報酬明細書（レセプト） ６５～６８

診療録（カルテ） ４０，７０

す ステロイド剤 ２３

せ 精神保健福祉相談 ８６

セカンドオピニオン ２０，４０，４５，４７，５３

先進医療 ７３

選定療養費 ２０，７９
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キーワード ページ数

そ 相談窓口 １３，１８，２２，７３，８６

訴訟 １８

た ターミナルケア ７３

退院 １７

対応困難事例 ８８，９０

ち 地域包括ケアシステム ３２～３３

仲介 ３６

注射 ６０

て 転院 ４，８，２０，２１

転倒 ２６，３０，３２，３４

伝聞による苦情 １３

電話再診料 ８５

と 同日診療 ８４

投薬期間 １４，２２

特定疾患受給制度 １１，１０１～１０４

特定店舗への誘導 ５５

な 難病 １１

に 認知症 ４，３２，７５

は 配置基準 ５７，６２

ひ 病院・診療所の機能分担 ７９

ふ 副作用 １０,２２，２３，２６，４４，８４，８８

複数回相談事例 ８８，９０

プライバシー ６９

紛争処理 １８，２８，３０

ほ 暴言 ４，９，４２

法令違反
４０，５２，５５，５７，６０，６２，６３，
６５，７０

保険外併用療養費 ７９～８３

保険証 ７７

ホスピス ７３

ま 待ち時間 １４

み 看取り ７３，７５

民法 ４８，５０

む 無資格者の医療行為 ６０

無診察治療 ６３

や 薬剤師法 ６４

り 療養病床 ５７

れ 連携 １７，３２，７５，７９

レントゲン １４，４２，５３，６０
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（２）【※注】等 の索引 

タ　イ　ト　ル ページ数

い 医師法 第１９条　（応招義務等） ５２

医師法 第２０条　（無診察治療等の禁止） ６４

医師法 第２２条　（処方せんの交付義務） ５５

医師法 第２４条　（診療録の記載） ４１

医師法施行規則 第２３条　（診療録の記載事項） ４１

医薬品副作用被害救済制度の概要 ２３～２５

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン（抜粋） ５１

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に
関するＱ＆Ａ（事例集）　（抜粋）

６６

「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について」（抜粋） ５６

医療事故・医療紛争に関する用語の説明 １９

医療法 第１条の２　（医療提供の理念） ３９，６９

医療法 第１条の４　（医師等の責務） ３９

医療法施行規則 第２０条第１０号　（病院の施設及び記録） ４３

インフォームド・コンセントの法的根拠（医療法第１条の４） ３９，７６

え エンゼルキット（エンゼルケアセット）とは ７６

か 簡易裁判所による調停 ２７

患者・家族の意思決定について ７６

き 九州厚生局長崎事務所の見解　（損害保険会社からのレセプト開示請求） ６７

九州厚生局長崎事務所の見解　（損害保険会社が行う診療明細について） ６７

九州厚生局長崎事務所の見解　（保険証を医療機関が預かることについて） ７７

九州厚生局長崎事務所の見解　（保険証のコピーの取扱いについて） ７７

く 国の行政機関の通報処理ガイドライン ５８～５９

グリーフケアとは ７４

け 刑事訴訟法 第２３９条第２項　（告発） ７０

刑法 １３４条　（秘密漏示） ４３，８７

憲法 第１３条　（個人の尊重と公共の福祉） ６９

こ 個人情報の保護に関する法律　第２４条～第２７条 ４９～５０

し 歯科医師法 第２３条第２項　（診療録の記載及び保存） ７０

児童虐待の防止等に関する法律 第６条　（児童虐待に係る通告） ８７

児童福祉法 第２５条　（要保護児童発見者の通告義務） ８７

小児救急電話相談　＃８０００ ７

初・再診料の留意点（同日診療・時間外加算・電話再診料） ８５

「診療情報の提供等に関する指針の策定について」（抜粋） ７２

診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領について ６８
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タ　イ　ト　ル ページ数

せ セカンドオピニオン外来の利用例 ４６

た ターミナルケアとは ７４

ち 地域包括ケアシステムとは ３３

て 転院に関する相談・助言の留意点 ２１

ひ 病院と診療所の機能分担（病診連携） ７９

ほ
保険医療機関及び保健医療養担当規則第２条の５　（特定の保健薬局への誘導の
禁止）

５６

保険外併用療養費とは ８０

み 民法 第６４５条　（受任者による報告） ５０

や 薬剤師法 第２３条　（処方せんによる調剤） ６４

薬剤師法 第２４条　（処方せん中の疑義） ６４

り
「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項
等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留
意事項について」等の一部改正について（抜粋）

８２～８３
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